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はじめに 
 

大阪市をめぐる社会経済状況は大きな変化を見せており、人口の安定

と少子高齢化の急速な進行、自動車交通量や平均渋滞時間の減少など、

これまでの都市化の時代から安定型・成熟型の都市社会へと移行してき

ている。そのため、今後の道路整備にあたっては、自動車の通行機能を

確保するだけでなく、安全・快適な交通の確保などの多様なニーズに柔

軟に対応する必要があり、このような状況を踏まえ、本市では平成２５

年４月に長期未着手の都市計画道路の必要性を検証し、見直しを行った

ところである。 

また、大阪が魅力的な都市であるためには、歩いて楽しいまちづくり

の観点から、過度の自動車交通を抑制し都心部を人に開放していく必要

があり、本市では、大阪都市再生環状道路を整備して都心部に流入する

通過交通量を減少させ、交通混雑の緩和を図るとともに、歩行者・自転

車の安全な通行の確保にも取り組んでいくこととしている。 

近年、全国的に自転車の通行ルール不徹底を起因とした事故が問題視

され、特に自転車と歩行者の事故件数が急増していることから、国土交

通省と警察庁より「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（平

成２４年１１月）」（以下、「国のガイドライン」という。）が策定さ

れるとともに、危険行為の繰り返しに対して「自転車運転者講習」を義

務化する改正道路交通法が施行されている。 

このような社会情勢の変化や国等の動向を受け、本市では、自転車利

用の現状等を踏まえつつ、自転車通行環境の整備に努めているところで

あり、この度、整備が効果的かつ確実に進められるよう整備計画をとり

まとめる。 
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Ⅰ 背景及び目的 
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１．自転車を取り巻く状況と計画の位置付け 

（１）社会情勢の変化 

 環境面への配慮、利用者の経済性・健康志向などから、都市部における自転車の利用が増

大する一方で、自転車関連事故（特に自転車対歩行者で、自転車が加害者となって高額賠

償を請求されるケースなど）が社会問題としてクローズアップされるようになった。 

 歩行者及び自転車利用者の安全確保に向けて、「ルール・マナーの周知・徹底」と「自転

車の通行環境整備」の必要性が高まってきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）国及び警察の動向 

 昭和４０年代に自転車の歩道通行可の交通規制が導入され、自転車歩道通行の認識が広ま

ったため、平成２３年度に警察庁から自転車は「車両」であることを徹底する通達が出さ

れた。 

 平成２４年度には、自転車の車道通行を基本とした通行空間整備をめざしたガイドライン

が国により策定された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

昭和40年代 自転車の歩道通行を可能とする交通規制を導入 

自転車の車両意識の希薄化が進む 
→ 歩道通行が当たり前に 
→ 歩道上等での危険な自転車利用が急増 
→ 自転車対歩行者の事故への対応が課題に 

平成24年度 

【警察庁】改正道路交通法施行（H20.6.1） 
「普通自転車の歩道通行可能要件」を明確化 

【警察庁】警察庁通達（H23.10.25） 
自転車は｢車両｣という基本的な考え方に基づき 
自転車と歩行者の安全確保を目的とした総合的 
な対策を通達 

【国土交通省･警察庁】（H24.11） 
｢安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン｣ 

自転車と自動車の 
事故が増加 

自転車は｢車両｣を 
徹底する方向へ 

図 自転車対歩行者事故件数の増減（全国）
出典：ITARDA 交通事故統計データ

男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路

において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭がい骨骨折等の障害を負い、意識

が戻らない状態となった。 

損害賠償額：９５００万円            （平成25年7月 神戸地裁） 

＜自転車での加害事故例＞ 

自転車の車道通行を
基本とした通行 
空間整備を示す 

平成20年度 

平成23年度 

全交通事故件数 自転車 対 歩行者事故件数 

936,950 

665,138 

0
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◎自転車通行環境整備計画の必要性 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「国のガイドライン」策定以降、 

自転車ネットワーク計画を策定している自治体が急増 

 約80都市で自転車ネットワーク計画を策定（H27.4.1現在） 

（政令市：仙台､横浜､新潟､静岡､名古屋､京都､堺､神戸､岡山､広島､熊本） 

（大阪府内他市及び隣接市：高槻､茨木､箕面､尼崎） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：国土交通省調べ（各年４月１日現在）
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数
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年
度
別
）

図 他都市の自転車ネットワーク計画の策定状況 

 自転車の通行環境は、その走行特性から、断片的ではなくネットワーク性が必要。

 通行環境の整備を効果的かつ効率的に進めるためには、自転車通行空間をある程度
の密度でネットワーク状に整備することにより、自転車を整備路線に誘導していく

ことが必要。 

 そのためには、整備すべきネットワークやその整備形態の考え方等をとりまとめた
計画の策定が必要。 
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（３）大阪府の動向 

 車道通行の原則に基づいた通行空間の確保を盛り込んだ「自転車安全利用推進のため

の重点行動指針」(大阪府交通対策協議会：平成２７年１月)を策定。 

 また、その整備形態に関して、自転車のマークや自転車の通行位置・進行方向を示す

表示のデザイン・設置等の考え方をとりまとめた「大阪府自転車通行空間法定外表示 

実施要領（大阪府道路交通環境安全推進連絡会議：平成２５年４月）」(以下、｢大阪

府法定外表示要領｣という｡)を策定。 

 

大阪府内各所で上記に基づいた自転車通行環境の整備が進展 

（堺市、茨木市、枚方市、豊中市、箕面市、高石市など） 

 

 

 

「自転車安全利用推進のための重点行動指針」（平成27年 1月） 

・自転車利用に関わる関係者が重点的に取り組む内容をとりまとめたもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「大阪府自転車通行空間法定外表示 実施要領」（平成25年４月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の取組の方向性】 

①ルール周知・安全教育 

・交通安全運動（自転車マナーアップ強化月間など）の改善 

・学生、若年層、成人層に対するルール周知 

・高齢者に対するルール周知 

②指導取締り強化 

・街頭指導の強化、悪質違反者の検挙 

③自転車通行空間の確保 
・車道通行の原則に基づいた通行空間の確保 
→地域の課題やニーズに応じた自転車通行空間を確保 
→自動車への注意喚起や自転車の通行位置 

・進行方向が利用者に直感的に理解できるよう、路面表示などによる通行空間
の『見える化』 

歩行者・自転車・自動車のそれぞれが 
安全・快適に通行できる道路交通環境の創出 

単路部 

交差点内 

単路部 
交差点部 
共通 
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（４）まとめ 

 平成２４年３月にとりまとめた「自転車利用環境の整備に関する今後の取組みの考え

方」における「自転車で『はしる』」の項目に関して、「国のガイドライン」や「大

阪府法定外表示要領」に準拠しつつ、本市の特性などに配慮し、自転車通行環境に関

して検討を行ってきた。 

 その結果、自転車の対歩行者事故の急増などを背景に国や府の動向を踏まえて、自転

車通行環境の整備に取り組んでいく。 

 また、整備を効果的かつ効率的に進めるため、自転車ネットワークの考え方や整備形

態の考え方などをとりまとめた自転車通行環境整備計画を策定する。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 自転車に関する施策における自転車通行環境整備計画の位置付け 
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２．本市における自転車利用の状況と取組み 
（１）自転車利用に関する状況 

①自転車利用の状況 

 自転車の利用について、周辺部では平成１２年をピークに減少に転じているが、中心

部では３０年間で約２倍に増加。 

 代表交通手段においては、３０年間で自転車の割合が約１.７倍に増加する一方で、 

自動車の割合は約８割に減少。 
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中心部 

※中心部＝都心６区（北区､中央区､西区､福島区､浪速区､天王寺区）

３０年間で約2倍 

   ：概ね行政区間の移動 
   ：概ね行政区内の移動 

図 自転車の発生集中量 

図 道路延長あたりの自転車の発生集中量 

周辺部 

約９％減少

図 平日トリップの代表交通手段構成比の推移 
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周辺部

中心部
中心部の自転車利用が増加 

70％増加20％減少

※資料：第５回近畿圏パーソントリップ調査

【パーソントリップ調査（パーソン＝人、トリップ＝動き）】 
｢いつ｣｢どこから｣｢どこまで｣｢どのような人が｣｢どのような目的で｣｢どのような交通手段を利用して｣移動したかについて調査
し、人の１日のすべての動きをとらえるもの。 
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②自転車関連事故の状況 

 近年、交通事故件数に占める自転車関連事故の割合が増加し、本市は全国に比べても

特に多い。（全国：約２割＜大阪市：約４割） 

 自転車関連事故件数は、交通事故全体の傾向を反映して平成１６年をピークにわずか

に減少傾向を示している。一方で、自転車対歩行者の事故件数はこの１５年間で約１

３倍に急増し、自転車が加害者となる事故が増加している。 

【１２件（Ｈ１１）→１５５件（Ｈ２６）】 

 道路延長あたりの自転車関連事故件数は中心部で多く、周辺部の約２倍となっている。

また、幹線道路で多く、非幹線道路の約６倍となっている。 
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図 交通事故件数に占める自転車関連事故の割合 

交通事故件数に占める自転車関連事故割合の増大 

自転車対歩行者の事故の増加 

資料：大阪府の交通白書

図 自転車関連事故件数と対歩行者事故件数の推移（大阪市） 
資料：大阪府の交通白書
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種別 幹線道路 非幹線道路 計 

中心部 3,120 2,545 5,665 

周辺部 3,999 7,087 11,086 

合計 7,119 9,632 16,751 

 

 

種別 幹線道路 非幹線道路 計 

中心部 111 617 728 

周辺部 294 2,702 2,996 

合計 405 3,319 3,724 

 

 

 

種別 幹線道路 非幹線道路 計 

中心部 9.4 1.4 2.6 

周辺部 4.5 0.9 1.2 

合計 5.9 1.0 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表 自転車関連事故件数（件）（H24～26年中） 

表 道路延長（km） 

表 道路延長あたり年間自転車関連事故件数（件/km/年） 

約２倍 

約６倍

（参考）他都市の道路延長あたりの自転車関連事故件数 
仙台市 0.30    横浜市 0.38  名古屋市 0.71  

東京都港区 1.56  大田区 1.20  渋谷区  1.87 

出典：国土交通省「平成 25年度 自転車ネットワーク計画の策定状況に 関する調査結果」 

中心部における事故の多発 

資料：大阪府事故データより作成

※中心部＝都心６区（北区､中央区､西区､福島区､浪速区､天王寺区）

資料：大阪市調べ

図 道路延長あたり年間自転車関連事故件数 
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（２）これまでの取組み 

 昭和４０年代に急速なモータリゼーションが進展し、自転車と自動車との事故が急増。 

 昭和４５年の道路交通法改正で自転車の歩道通行可が可能になったことで、自転車と

自動車を分離する形態として、昭和４８年より自転車道や自転車歩行者道などを整備。 

 中心部は公共交通機関での移動を前提としていたため、自転車交通量が多い周辺部の

幹線道路を中心に整備を推進。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

停止指導線 

自転車道境界石

●自転車歩行者道の整備の特徴 

色（ベンガラ）で区分

自転車道 自転車歩行者道 
（通行位置の明示） 

自転車と自動車が分離する形態を採用 

植栽で分離 

色で区分＋停止指導線 

●自転車歩行者道(歩道拡幅型)の整備の特徴 

植栽で分離 
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種別 整備延長 形態等 

大規模 

自転車道 
約 50km 

レクリエーションや健康増進を目的と、比較的長距

離を河川敷などに設けるもの 

自転車道 約８km 
縁石や柵などの工作物により、車道部分、歩道部分

と分離して設けるもの 

自転車 

歩行者道 
約１８２ｋｍ 

広幅員歩道内で、自転車の通行部分を視覚的に明示

するなどにより設けるもの 

自転車 

レーン 
約２km 

車道内で、自転車の通行部分を視覚的に明示するな

どにより設けるもの 

合  計 約２４２ｋｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中心部

表 整備形態と延長 

※中心部＝都心６区（北区､中央区､西区､福島区､浪速区､天王寺区）

図 大阪市内の自転車通行空間の整備状況 平成 27年度末時点
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本町通（なにわ筋～松屋町筋）L≒1.7km

な
に
わ
筋 

四
つ
橋
筋 

御
堂
筋 

堺
筋 

松
屋
町
筋

断面１ 断面２ 断面３ 断面４

（３）現在の取組み 

 本町通において車道通行を基本とした自転車レーンの整備を推進中。 

 大正通の自転車歩行者道において路面表示等の設置による通行ルールの周知徹底方策

を実施。 
 

①車道上における自転車通行空間の確保（本町通） 

・整備区間は、下図に示す本町通（なにわ筋～松屋町筋）の約１.７ｋｍ 

 

 

 

 

 

 
平成 27 年度整備済み区間 

（なにわ筋～御堂筋、L≒700m） 
平成 25 年度整備済み区間 
（御堂筋～堺筋、L≒500m） 

平成 26 年度整備済み区間 
（堺筋～松屋町筋、L≒500m） 

■交通量（断面 1、断面 2)H26.11.6 調査結果 

・歩行者交通量：4,254 人/12h、11,620 人/12h 

・自転車交通量：1,986 台/12h、3,017 台/12h 

（車道通行割合：47%、38% 順走率：71%、82%） 

■交通量（断面 3)H26.11.6 調査結果 

・歩行者交通量：11,735 人/12h 

・自転車交通量：3,274 台/12h 

（車道通行割合：54% 順走率：83%） 

■交通量（断面 4)H27.9.11 調査結果

・歩行者交通量：8,432 人/12h 

・自転車交通量：3,852 台/12h 

（車道通行割合：37% 順走率：76%） 
 
○整備前・整備後調査の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①歩道を通行する自転車の減少（車道通行の増加） 

【整備前調査：57％  ⇒ 整備後調査：48％】 

②歩道内の自転車速度の減少 

【整備前調査：12km/h ⇒ 整備後調査：9km/h】

⇒ 歩道の安全性が向上 

 

③車道を逆走する自転車の減少 

【整備前調査：27％  ⇒ 整備後調査：14％】 

④駐停車台数の減少 

【整備前調査：934台 ⇒ 整備後調査：918台】 

【５分超えの駐停車 322台 ⇒ 197台】 

⇒ 車道の安全性が向上 

 一定の整備効果を確認 

 安全性､快適性に関する一定の評価 

引き続き 

◯ 見える形での通行ルールの整備が必要 

◯ 自転車通行空間のあり方の検討が必要 

資料：大阪市調べ

1,578 1,791 

2,077 1,681 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

整備前 整備後

歩道 車道 車道（逆走）

（57%） （48%）
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通行 
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時
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）
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721 

0

100
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700
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900
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整備前 整備後

5分以内 5分超

（66%）

（79%）

（34%）

（21%）

934 918

駐
停
車
台
数
（
台
） 

図 自転車の通行位置別台数の比較(平日)

図 駐停車台数の比較(平日) 

台数 
減少 
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ポイント（交通規制） 
 車道の通行空間は法定外表示 

 歩道の自転車通行可規制をそのまま継続 

【整備後】 

【整備前】 中央帯を縮減 

車道の両端を青色に着色（約１ｍ） 

 
歩
道

歩
道

植樹帯

 

歩
道

歩
道

地上機器

【整備後】 

車線内に矢羽根を設置（約１ｍ） 

歩
道

歩
道

【整備前】 植樹帯

地上機器

【整備写真】 

ポイント（路面表示） 
 府内でデザイン統一（大阪府法定外表示要領） 

【整備写真】

右折レーン等により独立した空間を確保できない場合の「車道混在」 

車道通行を基本に、「自転車レーン」を採用（市内初） 
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■車道を通行する自転車への通行ルールの周知 

滑りにくい仕様（細めタイプ） 

樹脂系の薄層カラー舗装 

H26

H25

既存の街渠ますの蓋に滑り止めを焼き付け（経費節減） 

■街渠ますの蓋は、滑りにくい仕様に変更 

 

H27 

路面表示 看板 
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H25 

以下の視点で看板を工夫 
①歩道の有効幅員を確保 

②景観への配慮 

H26 

■歩道内の通行ルールを示す路面表示と看板も設置 

H27 

自転車歩行者道に自転車のピクトグ
ラムや看板等を設置すれば、歩道内
の通行ルールが正確に伝わらない。 
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②自転車歩行者道上における安全対策の取組み（大正通） 

大正通の自転車歩行者道上において、自転車の通行ルールや注意喚起を示した路面表

示と看板を設置し、自転車と歩行者の通行の整序を図る実験を行った。 

○実験結果 
 車道寄り通行の自転車が約１０％増加。 

 歩行者、自転車ともに約３割の人が安全（やや安全）になったと実感。 

 歩行者、自転車ともに約９割の人が、路面表示や注意喚起看板の設置を今後も望

んでいる。 

 路面シールの認識率は高いが、看板（支柱添架）の認識率はやや低いことが分か

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■路面表示や注意喚起看板の設置に関する評価 

○認識率 
①路面シール    ：約７割 

②路面文字     ：約６割 

③看板（支柱添架） ：約４割 

④シート（柱巻）  ：約６割 

  

1,977 1,597 

4,446 4,077 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

事前 事後

民地寄り 車道寄り

（69%） （72%）

（31%）
（28%）

図 自転車通行位置の比較（平日） 

2,242 2,748 

3,337 
2,634 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

事前 事後

民地寄り 車道寄り

（60%）
（49%）

（40%） （51%）

自
転
車
通
行
台
数
（
台
／
昼
間
十
二
時
間
）

歩
行
者
交
通
量
（
人
／
昼
間
十
二
時
間
） 

図 歩行者通行位置の比較（平日） 

26%

29%

73%

70%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

歩行者

自転車

安全（やや安全）になった

変わらない

危険（やや危険）になった

87%

92%

9%

5%

4%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

歩行者

自転車

進めるべき（どちらかといえば進めるべき）

どちらでもよい

進めるべきでない（どちらかといえば進めるべきでない）

図 安全性に関する評価（平日） 図 今後の設置に関する評価（平日） 
出典：大阪市調べ

② ① 

④ 

③ 

10％ 
増加 

3％ 
減少 
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Ⅱ 自転車通行環境のあり方 
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３．自転車通行環境整備の基本的考え方 

 自転車通行空間が確保されていない路線が多く、道路延長あたりの自転車関連事故が

周辺部に比べて多発している中心部の幹線道路に重点をおいた自転車通行環境の整備

に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中心部 

※中心部＝都心６区（北区､中央区､西区､福島区､浪速区､天王寺区）

図 大阪市内の自転車通行空間の整備状況 

図 車道への自転車通行環境整備例 
（本町通） 

平成 27年度末時点
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４．自転車ネットワークの基本方針 

＜基本的な考え方＞ 

①連続性を持った広域的なネットワークを確保する。 

②事故の発生頻度が高い幹線道路に対策をする。 

③生活道路における自転車の通過交通の削減をめざす。 

 

 自転車利用者の安全性・快適性・回遊性を高めるため、幹線道路を自転車ネットワー

ク路線として位置付ける。（本市の幹線道路は、中心部は０.５km、周辺部は１km 間

隔を基本としてネットワークを形成） 

 ⇒ 自転車通行空間の「量的拡大」による歩行者と自転車利用者の安全の確保 

 幹線道路における自転車通行の安全性・快適性を向上させることにより、生活道路か

ら幹線道路に自転車交通の転換が見込まれる。  

 生活道路から通過交通が減少し、生活道路においても安全性向上が期待される。 
 

※幹線道路：概ね４車線以上ある道路 

 生活道路：幹線道路以外の道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 自転車交通を幹線道路に転換するイメージ

図 自転車ネットワーク概念図 

誘導

幹線道路

自転車の動線（生活道路から幹線道路へ）

幹
線
道
路

幹
線
道
路

×

○

生活道路

：幹線道路

：生活道路（面的整備）

：事故多発交差点

凡 例

中心部

周辺部 1kｍ

1kｍ
0.5kｍ

0.5kｍ

 自転車利用者の安全を早期に確保する

ため、自転車関連事故が多発している

交差点については、事故形態を踏ま

え、交通安全対策を検討する。 

 生活道路は、自転車関連事故発生状況
や交通安全対策(ゾーン30など)の実施
状況、通勤・通学その他の利用ニーズ
を勘案しながら、エリアを設定し、面
的整備を行っていく。 

転換 
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※中心部＝都心６区（北区､中央区､西区､福島区､浪速区､天王寺区）

図 本市がめざす将来的な自転車ネットワークイメージ 
（中心部0.5km間隔、周辺部１km間隔） 
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５．整備形態 

（１）整備形態の基本方針 

①車道通行を基本とした新たな自転車通行空間の整備 

 中心部では自転車利用特性と周辺部の既存ネットワークとの連続性を考慮し、幹線道

路に重点をおいた自転車通行環境の整備に取組む。 

 「歩行者の安全確保」を第一に、自転車の安全性・快適性を確保するため、車道内に

自動車と自転車が分離された自転車レーン（幅員１ｍ以上）を整備し、安全な通行空

間を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②既存の自転車通行空間の有効活用 

 周辺部の構造的・視覚的分離により既に整備された自転車通行空間は、その形態を活

用し、より効果的に安全性・快適性の向上を図るため、路面表示等による通行位置の

誘導や注意喚起に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

自転車通行空間の量的拡大で 
歩行者と自転車の安全を確保 

※路面表示等による通行位置の誘導や注意喚起 
など通行環境を改善し安全を確保（質的向上）

図 幹線道路の整備事例（本町通） 

安全な自転車通行空間の「量的拡大」

安全な自転車通行空間の「質的向上」
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（２）整備形態の種類 

 「国のガイドライン」より、自転車通行空間の整備形態の種類として、歩道や車道と

構造的に分離された「自転車道」、車道左端に一定の幅を確保した「自転車レーン」、

車道左端の車線で自動車と共存する「車道混在」の３つが挙げられる。 

 中心部において、「車道左側通行」ルールの徹底に向けて、「自転車レーン」を基本

的な整備形態として、新たな自転車通行空間の確保に取り組む。 

 道路空間に余裕がある場合(幅員１ｍ以上確保可能)は「自転車レーン[帯状])」を整

備し、道路空間に余裕がない場合(幅員１ｍ未満)には「車道混在[矢羽根型]」を整備

する。 

 特に自転車の安全性・利便性を向上させる必要がある場合、自転車道の整備を行う。 

 

 

種類 内容 事例・イメージ 

基
本
的
な
整
備
形
態 

① 

自転車レーン 

［帯状］ 

 
車道内に自転車の 
通行空間を十分に確保 

 
車道内で自動車と 
自転車が分離された 
｢自転車レーン｣を採用 

 
 
※自転車専用通行の規制も可能 

② 

車道混在 

［矢羽根型］ 

 
車道内に自転車の 
通行位置を明示 

 
自転車の通行空間として 
幅員１ｍが確保できるま
での間採用 
 
 
 

そ
の
他
の
整
備
形
態 

③ 

自転車道 

 
歩道、車道とは別に 

自転車専用の 
通行空間を確保 

 
一方通行道路における自 
転車の逆方向通行の安全 
性を確保する場合などに 
検討 

※一方向通行の規制も可能 

【参考】 
既存の自転車 
通行空間 

 

自転車 

歩行者道 

 
歩道内に自転車の 
通行位置を明示 
（歩行者と視覚的 

に分離） 
 

歩行者や自転車の交
通量が少ない周辺部 
では、既存の通行空
間を活用 

※自転車通行部分の指定や一方向通行の規制も可能 

  参考：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン

表 自転車通行空間の基本的な整備形態 

自転車歩行者道
縁石・線等

車道

自転車歩行者道 車道

通行位置明示 

大阪市住之江区

歩道 自転車道 

自転車道歩道 車道 大阪市平野区縁石線・柵その他これに
類する工作物により区画

車道

歩道 
自転車レーン

車道 

車道混在 歩道

車道

歩道 

車道混在 

車道 

通行位置明示 

大阪市中央区

(幅員１ｍ以上)

自転車レーン歩道

車道

大阪市中央区区画線
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（３）自転車通行空間の整備形態の概要 

①自転車レーン［帯状］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②車道混在［矢羽根型］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

選定条件
車道左端に幅員１ｍの自転車通行空間が確
保可能 

特  徴

車道内で自転車の通行位置を法定外表示と
カラー舗装で明示 
⇒ 歩行者と構造的に分離、 
自動車と視覚的に分離 

通行方法
・自動車と同じ方向に一方向通行（原付や
自動車も通行可） 
※自転車専用通行の規制も可能 

幅員構成

・幅員に関する規定はないが、「大阪府法
定外表示要領」では、幅員が１.０ｍ以
上確保できる場合に実施することが望ま
しいとしている。 

選定条件
車道左端に幅員１ｍの自転車通行空間を確
保できない場合 

特  徴

車道内で自転車の通行位置を法定外表示と
で明示 
⇒ 歩行者と構造的に分離、 
自動車と視覚的に分離 

通行方法
・自動車と同じ方向に一方向通行（原付や
自動車も通行可） 

幅員構成

・幅員に関する規定はないが、「大阪府法
定外表示要領」では、矢羽根型路面表示
の幅を１.０ｍとし、形状や間隔を規定
している。 

写真 大阪市 本町通 

歩道 車道 

自転車レーン 

歩道 

自転車レーン 

車道

(幅員１ｍ以上) 

民
地
側 

写真 尼崎市 西宮豊中線

写真 大阪市 本町通 

歩道 車道 
車道混在 

民
地
側 

歩道 

車道混在 

通行位置明示 

車道 

区画線 

写真 堺市 大堀堺線 
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③自転車道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）自転車歩行者道の分離（既存の整備形態） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

選定条件 特に自転車の安全性・利便性を向上させる場合 

特 徴 
歩道、車道とは別に自転車の通行空間を確保 
⇒ 歩行者、自動車と構造的に分離 

通行方法

・普通自転車は自転車道の通行義務が生じる。 

・双方向通行を基本とする。 

※一方向通行の規制も可能 

幅員構成

・幅員は原則として２.０ｍ以上。（やむを得ない場
合は１.５ｍまで縮小可能） 

・自転車相互の追越しが発生するため、自転車
の通行状況を勘案して幅員を検討する。 

選定条件
既存の自転車歩行者道が整備されている場合
に活用 

特  徴
歩道内で自転車の通行位置を明示 
⇒ 歩行者と視覚的に分離、 
自動車と構造的に分離 

通行方法

・車道寄りの(着色部分)を徐行で双方向通行。 

※自転車通行部分の指定や一方向通行の規
制も可能 

幅員構成

・歩行者通行部分は歩道最小幅員の２.０ｍを
確保している。 
・自転車のすれ違いができるように、自転車通
行部分はできる限り２.０ｍ確保するようにして
いるが、路線によっては幅員が不足している
場合もある。 

写真 大阪市 敷津長吉線 写真 川崎市 川崎府中線 

写真 大阪市 城東区 

自転車道 

車道 

民
地
側 

歩道 自転車道 

縁石線・柵その他これに 

類する工作物により区画 

歩道 

写真 茨木市 

自転車歩行者道 
縁石・線等 

車道 

自転車歩行者道 車道 

通行位置明示 

民
地
側 



 

24 

 

（参考）生活道路における整備の考え方 
路面表示の方向性 
◯ 生活道路については、「大阪府法定外表示要領」で定められた矢印＋自転車マ

ークを統一的に路面に表示し、車道左側通行を周知・誘導する（矢羽根や着色

は整備区間に応じて検討）。なお、歩道や路側帯のない道路では、まず歩行空

間を確保した上で、車道側に矢印＋自転車マークを設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 生活道路の整備イメージ 

例．金沢市（２車線道路） 例．八王子市（細街路） 
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（４）整備形態の選定 

 新設の道路や自転車通行空間が未整備の既存道路においては、自転車通行空間として

確保可能な幅員を基準として整備形態を選定する。 

 幅員１．０ｍが確保可能であれば自転車レーン［帯状］、確保できなければ車道混在

［矢羽根型］として整備する。 

 

○整備形態選定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車レーン（帯状） 

車道混在（矢羽根型） 

道路の幅員等の状況や歩行者等の交通量を
考慮して以下のような安全対策を検討する。 

※１：下記の整備 
    ・構造分離型の自転車道 
    ・視覚分離（色分け）された自転車歩行者道

※２：各種注意喚起の路面表示等の設置 

※一方通行の幹線道路などの特殊な形態や景観上重要な位置付けの路線については、別途個別に検討。
（御堂筋など） 

既存自歩道＋車道混在の例(茅ヶ崎市) 

なし あり

Ｎｏ

Ｙes

既存自歩道
（色分け）

＋自転車レーン
又は車道混在

既存自歩道
（色分け）

（安全対策※２追加）

既存自転車道
（双方向）

（安全対策※２追加）自転車レーンと車道混在の

判別は上記①を参照

既存の自転車通行空間※1の有無

幅員1.0ｍ
確保可能

①
自転車通行環境を新規に整備
（既存道路及び新設道路）

自転車レーン［帯状］

車道混在［矢羽根型］

空間再編等

幅員1.0ｍ
確保可能

② 既存の自転車通行空間を活用

既存の自歩道
（色分け）あり

既存の自転車道
（双方向）あり
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Ⅲ 整備の進め方 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

27 

６．整備の進め方の基本方針 

＜優先整備の実施＞ 
 道路状況や事故の発生状況等を踏まえ、優先的に整備を進める自転車ネットワーク

路線（概ね１km間隔の幹線道路）を対象に、整備効果の早期発現をめざして、段階

的に自転車の通行環境を充実していく。具体的には、中心部の幹線道路において、

自転車交通量や自転車関連事故が多い路線を選定（幹線道路の概ね２本に１本）し、

車道左側通行を周知・誘導する路面表示を整備する。 

＜モデル区間の整備の実施＞ 
 パーキング・チケット等の設置や幹線道路の一方通行など課題のある区間（モデル

区間）において、自転車レーンの整備及び効果検証を行うことにより、整備の確実

な進捗を図る。 

 御堂筋については、歩行者と自転車が歩道内で輻輳している状況を解消するため、

モデル整備を実施し、歩行者・自転車通行の安全性や快適性、にぎわい形成等の検

証を行う。 

＜効率的な整備の実施＞ 
 道路の整備､改良､補修等に合わせて行うことにより、効率的な整備を図る。 

＜ソフト対策との連携＞ 
 ルール周知・安全教育等のソフト対策と連携して、自転車通行環境整備に取り組む。 

＜ＰＤＣＡサイクルの実施＞ 
 計画の進捗管理や効果検証等を行った上で、５年を目途に必要に応じて計画を見直

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 ＰＤＣＡサイクルによる計画・施策・事業の進捗管理 

図 中心部における既存の整備事例（本町通） 

図 整備対象抽出のイメージ 
（ネットワーク路線） 

 
その他道路状況等 

 
自転車関連事故 

 
歩道混雑度 

 
自転車交通量 

幹線道路 

優先整備路線 
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【整備スケジュール】 

Ｈ２７ 自転車通行環境整備計画 
将来像 

短期(緊急整備･３年) 中期（７年） 長期 

｢車道左側通行｣ 

ルールの見える化 

車道に｢自転車通行

位置｣の見える化 

(ネットワークの概成)

ネットワークの形成 

(１km 間隔) 

ネットワークの向上

(中心部 0.5km・ 

周辺部１km 間隔)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中心部における幹線道路のイメージ

（概ね0.5km間隔） 
幹線道路の概ね２本に１本を対象 

［課題認識］ 

※具体的な整備路線・内容については、道路交通状況や事故発生況、周辺環境等を
踏まえ、関係機関と協議の上で決定。 

（パーキング・チケット、 

一方通行等のモデル区間） 

 自転車通行環境整備計画を策定 

 モデル区間（本町通）において、自転車

レーン（幅員１ｍ以上）を整備 

 幹線道路の概ね２本に１本(１km間隔)を

対象に、交差点の周辺に矢印＋自転車マ

ークをポイント整備 

 パーキング・チケット、一方通行等のモ

デル区間において、自転車レーン（幅員

１ｍ以上）を整備 

まずは点 点から線へ 

交差点
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【整備スケジュール】 

Ｈ２７ 

自転車通行環境整備計画 
将来像 

短期(緊急整備･３年) 中期（７年） 長期 

｢車道左側通行｣ 

ルールの見える化 

車道に｢自転車通行

位置｣の見える化 

(ネットワークの概成)

ネットワークの形成 

(１km 間隔) 

ネットワークの向上

(中心部 0.5km・ 

周辺部１km 間隔)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自転車と混在する自動車の運転者へ注意喚起 

⇒ 自転車の安全性向上 

※矢羽根型＝

【参考：自転車道】 

○歩道、車道とは別に、構造的に分離された 

 自転車専用の通行空間を確保する整備形態。 

○一方通行道路における自転車の逆方向通行 

 の安全性を確保する場合などにおいて検討 

 対象。 

 幅員が１ｍ以上確保できる場合は、自転車レーンを整備 

 幅員が１ｍ確保できない場合は、矢羽根により自転車の通行位置を明示（車道混在） 

線の強化 点から線へ 

＜空間あり（幅員が１ｍ確保可能）＞ ＜空間なし（幅員が１ｍ未満）＞ 

空間あり ⇒    自転車レーン［帯状］ 
空間なし ⇒    車道混在［矢羽根型］ 
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【整備スケジュール】 

Ｈ２７ 

自転車通行環境整備計画 
将来像 

短期(緊急整備･３年) 中期（７年） 長期 

｢車道左側通行｣ 

ルールの見える化 

車道に｢自転車通行

位置｣の見える化 

(ネットワークの概成)

ネットワークの形成 

(１km 間隔) 

ネットワークの向上

(中心部 0.5km・ 

周辺部１km 間隔)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

線の強化 

中央帯の削減等により通行空間確保 

⇒自転車の安全性・快適性向上 

 車道混在の区間において、中央帯の削減

等による道路空間再編により１ｍ以上の

通行空間を確保し、自転車レーンを整備 

 将来的な都市計画道路の整備等に合わせ

て、自転車レーンを拡充 

線の拡充 

：既存の自転車通行空間

自転車レーン［帯状］

※別途検討するソフト対策と連携
して、自転車通行環境の整備に
取り組む。 
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参考資料 
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＝自転車で「はしる」事に関して＝ 

①中心部における自転車走行環境対策 

 幹線道路対策と細街路対策（エリア対策）が必要。 

 自転車の利用状況などを踏まえ、自動車・歩行者通行空間との分離、周辺部の既存ネ

ットワークとの連続性の確保等が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

主
に
細
街
路
に

お
け
る
手
法 

図 道路条件による自転車走行環境の整備手法と中心部における選定フロー例（抜粋） 

YES     NO 

※整備手法については、今後策定される国のガイドラインの内容も踏まえた検討が必要である。 

世田谷区 

参考１ 自転車利用環境の整備に関する今後の取組みの考え方(平成24年3月)の概要

歩

道

無

し 

道路上に誘導ラインなど 
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②周辺部における自転車走行環境対策 

 未整備区間などの整備及びミッシングリンクの解消（新たな区間の追加）が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③観光目的を想定した自転車走行環境対策 

 今後の自転車利用ニーズも想定した対策の検討が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
図 事例：観光目的の自転車利用環境整備（奈良県） 

写真 大川の大規模自転車道

写真 淀川の大規模自転車道

図 レクリエーションを目的 
とした市内の整備事例 

■サインの整備イメージ 
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 自動車交通量の減少や道路整備により、主要交差点の渋滞時間は大幅に減少するなど、

自動車の通行環境は大きく改善している。 

 将来的にも大阪都市再生環状道路の整備進捗などにより、都心部に流入する自動車が

さらに減少することが見込まれる。 

 都心南北６幹線で交通量が約１６％減少する見通し。 

 そのようなことから、市内の特に中心部については、幹線道路の道路空間を再配分で

きる状況が生じつつある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｈ元 182ｈ 

Ｈ20 27ｈ 

Ｈ22 
39ｈ 

約８０％減少

データ：実績値は道路交通センサス一般交通量調査結果。 
     将来値は国土交通省による予測結果を元に推計したもの。 
６幹線：谷町筋､松屋町筋､堺筋､御堂筋､四つ橋筋､なにわ筋 

478 477
438

389
357

333

0

100

200

300

400

500

600

S60 H2 H6 H11 H17 H42

万
台
Ｔ
Ｅ
／
日

約７％減少

約２５％減少 

参考２ 大阪市の自動車の利用状況 

図 主要交差点の日平均渋滞時間の推移 
資料：大阪の交通白書 

図 自動車交通量の推移 

データ：S60～H17 は道路交通センサス自動車 OD調査結果      
H42 将来予測値は国土交通省による推計（平日の交通量） 

図 都心南北６幹線(合計)の交通量の推移と将来見通し 

約１６％減少 

約１９％減少
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 自転車が車道を通行するにあたり、道路上の駐車が大きな課題であったが、市内の路

上駐車台数の減少に伴い、道路、特に路肩を有効活用し、自転車の安全な通行空間を

確保できる状況が見えてきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：大阪府「大阪府国土利用計画(第四次)」(平成22年10月)を基に道路の開通状況を反映(平成26年7月現在)

図 瞬間路上駐車台数の推移 
資料：大阪の交通白書

図 広域的な道路ネットワーク 
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出典：大阪都市再生環状道路 淀川左岸線延伸部パンフレット

図 大阪都市再生環状道路（拡大） 
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単路

（歩道）

48%
単路

（車道）

27%

交差点

（車道）

20%

その他

5%

③内対歩行者事故（Ｈ24～Ｈ26)

 

 

 

■ 平成２４～２６年中の自転車関連事故は１６,７５２件。 

⇒ 「交差点」での事故が７割以上を占める。 

⇒ 自転車相互も「交差点」での事故が約６割を占める。 

⇒ 自転車対歩行者の事故は約５割が歩道で発生している。 

⇒ 幅員５.５ｍ未満の生活道路どうしの交差部で事故が多い。 

⇒ 幅員１３ｍ未満の道路（歩道がない生活道路含む）での事故が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

交差点

（車道）

57%

単路

（歩道）

25%

単路

（車道）

16%

その他

2%

②内自転車相互事故（Ｈ24～Ｈ26)

1,463

2,433

754

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

幅員5.5m未満 幅員5.5m～13m 幅員13m以上

⑤単路部の幅員別自転車事故 （Ｈ24～Ｈ26）

3,458

1,617

664
840

2,739

596482
650

983

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

幅員5.5m未満 幅員5.5m～13m 幅員13m以上

④交差点部の幅員別自転車事故

幅員5.5m未満

幅員5.5m～13m

幅員13m以上

（Ｈ24～Ｈ26）

交差点

（車道）

72%

単路

（車道）

19%

単路

（歩道）

8%

その他

1%

①道路形状別割合（Ｈ24～Ｈ26)

N=16,752 N=762 

参考３ 大阪市内における自転車関連事故の特徴（Ｈ２４～２６：大阪府警データより） 

N=427 
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整備年度 整備及び検討内容 ○：効果 ●：課題 

平成２５年度 

（本町３～本町１）

＜整備内容＞ 

・自転車レーン（着色・矢羽根） 

・交差点内矢羽根表示 

・法定外看板設置（立て看板） 

○自転車の車道通行割合及びル

ール遵守率の増加 

●路上駐停車対策 

平成２６年度 

（本町１～内本町２） 

＜整備内容＞ 

・自転車レーン（着色・矢羽根） 

・車道外側線＋ピクトのみ 

・法定外看板設置（柱巻付け） 

・既存の街渠ますの蓋に滑り止め

を焼き付け 

○区間に応じた整備内容の採用

（ピクトのみ等） 

●路上駐停車対策 

●連続的・統一的な整備 

（着色有無） 

平成２７年度 

（靱本町１～本町３） 

＜整備内容＞ 

・自転車レーン（着色・矢羽根） 

・法定外看板設置（柱巻付け） 

・停車帯を活用した空間確保 

・既存の街渠ますの蓋に滑り止め

を焼き付け 

＜検討内容＞ 

・路上駐停車対策としてのポスト

コーン設置 

・交差点内南北方向矢羽根設置 

（靱本町１丁目交差点） 

●路上駐停車対策（ポストコー

ンの設置に対する合意形成や

設置後の反応） 

●靱本町１丁目交差点付近にお

けるなにわ筋の対応（パーキ

ングチケットの撤去） 

 

 

 

  

参考４ 本町通における段階的対策と課題 
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参考５ 自転車ネットワークイメージ（中心部：０.５km間隔、周辺部１km間隔） 

中心部 

※中心部＝都心６区（北区､中央区､西区､福島区､浪速区､天王寺区）

図 自転車ネットワークイメージ 
（中心部0.5km間隔、周辺部１km間隔） 

平成 27年度末時点
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【中心部拡大】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中心部 

平成 27年度末時点 
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（参考）生活道路における整備の考え方 
整備の考え方 
◯ 生活道路については、「ゾーン３０」や「バリアフリー重点整備地区」や「あ

んしん歩行エリア」など、これまで道路管理者や交通管理者等が連携しながら

交通安全対策に取り組んできた。 

◯ そのようなエリアにおける自転車の交通安全対策を実施する場合には、自転車

の交通ルールの徹底を目的として、自転車関連事故発生状況を踏まえながら、

矢印＋自転車マークなどの簡易手法による「車道左側通行」ルールの見える

化などの整備（面的整備）を盛り込んでいく。 
 

 

 

 

 

 

 

  

中心部 

参考６ 面的に交通安全対策等を実施しているエリア 

ゾーン 30（旭区） バリアフリー重点整備地区(北区) あんしん歩行エリア（都島区）

図 交通安全対策の整備事例（大阪市） 
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参考７ 大正通における社会実験 （平成25年11月） の概要 


